
出生届提出後の主な関係手続きについて 2021/2/15

出生届提出後に行う主な関係手続きについては、あなたの状況により手続きが変わります。
・ 掛川市民の方は、下の表を参考に手続きを行ってください。
・ 掛川市民でない方は、お住まいの住所地を所管する市役所(役場)へご確認ください。
・ 給付見込額や所要時間は概算または予定を目安として表示しています。あなたの状況や当日の混み具合により異なりますので、ご了承ください。
・ 手続きによっては市役所でなく職場等で行うものもあります。出生届を市役所に提出後、各職場に職場での手続き、必要書類等をご確認ください。

1　すべての方が必要な手続き（下記２及び３に該当する方を除く）

番号 手続き名 手続きの内容 給付見込額
所要時間
(予定)

転入時手続
の有無

代理人によ
る申請

行動等 必要なもの 備考 担当課

① 出生祝品の贈呈 出生の記念品を贈呈します － １分 無 可 － 出生届を掛川市に提出 － 掛川市民のみ 市民課

② 母子手帳の記載
母子手帳に出生届出が済ん
だことを証明します

－ ２分 無 可 －
出生届を受理した市区町
村に母子手帳を提出して

ください。
母子手帳 市民課

③
児童手当の新規認
定請求・額改定請
求

0歳～中学校修了までの児
童への児童手当支給

3歳未満 15,000円/月
3歳～小学校修了前
10,000円/月(第3子以
降は15,000円/月)
中学生 10,000円/月
所得制限限度額以上
5,000円/月

15分 有 可
保護者が公務員でない
方

こども希望課で手続きを
行ってください。

保護者の健康保険証、
通帳、マイナンバー
カード

支給対象は0歳～中学校
修了まで

こども希望課

④
児童手当の新規認
定請求・額改定請
求

同上 同上 － － － 保護者が公務員の方
お勤め先で手続きしてく
ださい。

お勤め先で確認してく
ださい

支給対象は0歳～中学校
修了まで

こども希望課

⑤
子ども医療費の新
規申請

0歳～高校生相当年齢(18歳
年度末まで)の保険診療分
の医療費を助成する

※自己負担
　入院　無料
　通院　未就学児無
料、小学生以上1回500
円/月4回まで自己負担

0～5分 有 可
生まれた子が社会保険
等の健康保険に加入す
る方

生まれた子の健康保険証
が届いた後にこども希望
課で手続きを行ってくだ
さい。

生まれた子の健康保険
証

申請書類を事前にお渡
しします。

こども希望課

⑥
子育てコンシシェル
ジュの訪問

子どもが満1歳を迎える頃
や転入家庭に訪問し、子育
ての悩み事を伺う

－ － 有 可
満1歳まで家庭で保育す
る予定、または市外か
ら転入

訪問連絡票を提出 －
訪問日が近づいたらコン
シェルジュから連絡しま
す

こども政策課

⑦
健康保険加入手続
き

新生児も社会保険の加入手
続きをし、保険証を発行す
る

－ － 無 －
保護者が社会保険や健
康保険組合等に加入し
ている方

お勤め先に確認して手続
きを行ってください。

－ (手続きは会社等) 国保年金課

⑧
産前産後期間の厚
生年金保険料の免
除申請

厚生年金被保険者の産前産
後免除該当届の提出

一定期間の保険料免除 － 無 －
妊産婦が厚生年金等に
加入している方

お勤め先に確認して手続
きを行ってください。

－ (手続きは会社等) 国保年金課

⑨
出産育児一時金の
申請

社会保険の資格確認及び出
産育児一時金の申請 － － 無 －

妊産婦が社会保険や健
康保険組合等に加入し
ている方

本人または扶養者のお勤
め先に確認して手続きを
行ってください。

－ (手続きは会社等) 国保年金課

⑩
こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業

出生連絡票（兼　低体重児
届出書）の提出
持参していない場合は、用
紙を配布し、記入後受理
（母子手帳があれば記入で
きる内容）

－
未記入の場
合のみ記入
時間

無 可 －

出生連絡票（兼　低体重
児届出書）を提出（市民
課、健康医療課、南部ふ
くしあ）してください

出生連絡票 健康医療課
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２　国民健康保険や国民年金に加入する方が必要な手続き

番号 手続き名 手続きの内容 給付見込額
所要時間
(予定)

転入時手続
の有無

代理人によ
る申請

行動等 必要なもの 備考 担当課

①
子ども医療費の新
規申請

0歳～高校生相当年齢(18歳
年度末まで)の保険診療分
の医療費を助成する

※自己負担
　入院　無料
　通院　未就学児無
料、小学生以上1回500
円/月4回まで自己負担

0～5分 有 可
生まれた子が国民健康
保険に加入する方

国民健康保険への加入手
続き後、こども希望課で
手続きを行ってくださ
い。

生まれた子の健康保険
証

こども希望課

②
健康保険加入手続
き

新生児の国保の加入手続き
をし、保険証を発行する

－ 20分 有 可（※）
保護者が国民健康保険
に加入している方

国保年金課（または支
所）で手続きを行ってく
ださい。

・来庁される方の本人確
認書類（運転免許証等）
・認め印（来庁者のも
の）

代理人による申請は、
同一世帯員に限りま
す。

国保年金課

③
産前産後期間の国
民年金保険料の免
除申請

国民年金１号被保険者の資
格確認及び産前産後免除該
当届の提出

一定期間の保険料免除 5分～15分
妊婦の場合

有り
可（※）

妊産婦が国民年金第1号
の被保険者である方

国保年金課（または支
所）で手続きを行ってく
ださい。(予定日６ヶ月
前から手続きできます）

・来庁される方の本人確
認書類（運転免許証等）
・認め印（妊産婦のも
の）
・母子健康手帳

代理人による申請は、
同一世帯員に限りま
す。

国保年金課

④
出産育児一時金の
申請

国民健康保険の資格確認及
び出産育児一時金の申請 － － 無 －

妊産婦が直接支払制度
に合意をした国民健康
保険加入者であり、か
つ出産費用が42万円を
超える方

手続きは不要です。（出
産する医療機関の手続き
のみになります。）

－
直接支払制度の手続き
は、出産する医療機関
におたずねください。

国保年金課
(手続きは産

婦人科)

⑤
出産育児一時金の
申請

国民健康保険の資格確認及
び出産育児一時金の申請 420,000円 20分～30分 無 可（※）

妊産婦が直接支払制度
を利用しない方であ
り、かつ国民健康保険
へ加入をしている方
（一部例外あり）

国保年金課（または支
所）で手続きを行ってく
ださい。

・来庁される方の本人確
認書類（運転免許証等）
・妊産婦の被保険者証
・認め印（世帯主のも
の）
・直接支払制度合意文書
の写し
・出産費用の領収・明細
書
・世帯主名義の振込先口
座情報がわかるもの

代理人による申請は、
同一世帯員に限りま
す。

国保年金課

⑥
出産育児一時金の
申請

国民健康保険の資格確認及
び出産育児一時金の申請 差額分を支給 20分～30分 無 可（※）

妊産婦が直接支払制度
に合意をした国民健康
保険加入者であり、か
つ出産費用が42万円未
満となり差額が生じた
方（一部例外あり）

国保年金課（または支
所）で手続きを行ってく
ださい。

・来庁される方の本人確
認書類（運転免許証等）
・妊産婦の被保険者証
・認め印（世帯主のも
の）
・直接支払制度合意文書
の写し
・出産費用の領収・明細
書
・世帯主名義の振込先口
座情報がわかるもの

代理人による申請は、
同一世帯員に限りま
す。

国保年金課

可（※）は、 備考欄に
説明記載
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３　一人親の方が必要な手続き

番号 手続き名 手続きの内容 給付見込額
所要時間
(予定)

転入時手続
の有無

代理人によ
る申請

行動等 必要なもの 備考 担当課

①

ひとり親家庭等医
療費助成
新規申請・対象児
童増加請求

ひとり親家庭等の子が20歳
に達する前日までの間、保
険診療の自己負担額を助成

医療費の自己負担分
（保険診療分のみ)

15分 有 不可 ひとり親家庭の方
手続きについて説明しま
すので、申請前にこども
希望課にご相談ください

持ち物等については状
況により異なります。

こども希望課

②
児童扶養手当
新規申請・金額改
定請求

ひとり親家庭等の子が18歳
に達する最初の年度末まで
の間、養育するための手当
を支給

10,120円～42,910円
(第2子以降は加算あ
り)

15分 有 不可
ひとり親家庭の方や
配偶者が一定の障害が
ある方等

手続きについて説明しま
すので、申請前にこども
希望課にご相談ください

持ち物等については状
況により異なります。

こども希望課

４　保育園の入所を希望する方が必要な手続き

番号 手続き名 手続きの内容 給付見込額
所要時間
(予定)

転入時手続
の有無

代理人によ
る申請

行動等 必要なもの 備考 担当課

①
保育園等の入園申
込

保育園や認定こども園等へ
の入所申込を行う（生後
６ヶ月以上を基本としま
す）

－ 10分

無

※転入前に
他市から掛
川市内の保
育園を希望
されていた
方は、掛川
市の様式で
再度申込書
の提出が必
要です。

可

保護者が以下の「保育
を必要とする事由」の
いずれかに該当し、お
子さんを家庭で保育で
きない場合に申込がで
きます。
○就労
勤務形態を問わず就労
している場合（原則と
して月64時間以上の就
労が必要）
○妊娠・出産
出産前後の場合（出産
前３ヶ月間、出産後
３ヶ月間、最長６ヶ月
間のみ）　ほか

こども希望課で手続きを
行ってください。
※申込書の提出期限は、
入園を希望する月の３ヶ
月前の月末となります。

①教育・保育給付認定
申請書 兼 保育所等入
所申込書
②保護者（父・母）や
世帯員について保育園
入園基準に該当するこ
とを証明する書類
※②については状況に
より異なります。

手続きや保育料等は状
況により異なりますの
で、詳しくは市ホーム
ページ「市民の皆様－
子育て－保育園」をご
覧ください。

こども希望課

あなたの状況
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